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④社内検定制度を導入する場合に必要な書類は上記の共通書類に加えて、次の通りです

□ 社内検定実施計画書（制度導入様式第８号） 職種ごとに作成してください

□ 委員会の検討体制・構成員・構成人数がわかる書類

□ 社外から招へいする有識者が検定内容に関する実務経験または
資格を有することが確認できる書類

職務経歴書、資格合格証等

□ 制度導入・適用計画期間内における受検候補者の見込みが分か
る書類

雇用契約書（写）、採用計画書等

③技能検定合格報奨金制度を導入する場合に必要な書類は上記の共通書類に加えて、次の通りです

□ 技能検定実施計画書（制度導入様式第７号）
受検する資格の級を明記し、対象ごとに作成してください
実技と学科試験それぞれの日程を明記してください

②教育訓練休暇等制度を導入する場合に必要な書類は上記の共通書類に加えて、次の通りです

□ 教育訓練休暇等実施計画書（制度導入様式第６号） ２欄の種類等にかかわらず、１枚の計画書に作成してください

□ キャリアコンサルティング実施者の資格を確認できる書類 能開法30条の20に規定する「キャリアコンサルタント登録証」の写し（※国家資格）
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□ キャリアコンサルタントの所属機関が確認できる書類 いずれかの機関に所属しているキャリアコンサルタントが行う場合は提出してください

①セルフ・キャリアドッグ制度を導入する場合に必要な書類は上記の共通書類に加えて、次の通りです

□ セルフ・キャリアドッグ実施計画書（制度導入様式第５号）
定期的な実施であることが要件であることから、５欄の実施日は「随時」や「未定」とすることはできませ
ん。８欄はキャリアコンサルタント本人が直筆で署名・押印してください。

□ 就業規則（制度規定後の案）（写） 全労働者への規定案となっていることが必要です

□ 事業内職業能力開発計画

□ 労働基準監督署の受付印のある表紙から施行日が記載されている全てのページ
※パートタイマー、契約社員など雇用形態別に規定がある場合は別則も必ず添付してください

□ 就業規則等を作成していない旨の申立書 １０人未満の事業主で就業規則または労働協約を作成していない場合は提出してください

１０人未満の事業主で就業規則は作成しているが、労働基準監督署へ届け出ていない場合は提出し
てください

現行の就業規則または労働協約（制度規定前）（写）

就業規則の実施について事業主と従業員全員の連署による申立書□

　　　　　　↑　事業所確認票（制度導入様式第3号）の従たる事業所の欄に記載されている支店・営業所・店舗等の就業規則に関する書類の提出も必要です。

□ ホームページの写し、または会社パンフレット 作成している際は、添付してください

□ 事業所確認票（制度導入様式第３号） 従たる事業所の欄は、支店・営業所・店舗など場所単位でご記入ください

□ 制度導入・適用計画届（制度導入様式第１号）
申請書余白に捨印（代表印）を押印してください
※計画届の提出は、適用事業所ではなく事業主単位です。
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□ 登記事項全部証明書（写） 法人の場合

□ 開・廃業届（写） 個人事業主の場合

人材開発支援助成金（制度導入助成）制度導入・適用計画届チェックリスト

・申請先は、主たる事業所の所在地を管轄する労働局になります。

・制度導入・適用計画の初日の前日から起算して６か月前から１か月前までに以下の書類を福岡助成金センターまでご提出ください。

・各提出書類は、必ずA４サイズでご提出ください。

・下記の書類のほかに、労働局が書類の提出を求める場合があります。

確認 各制度共通　提出書類 留意事項

・添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、実際に事業場ごとに調製し、記入しているもの、または、原本を複写機を用
いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合は、その書類を添
付書類とは認められません。

□
企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認で
きる書類　（雇用契約書（写）等）

50人を超える場合は50人まで

（H29.6.1）※ 業界検定制度の提出書類については、別途お尋ねください。



確認事項

就業規則（導入）の届出

② ⑤ 適用予定労働者の対象要件の説明

③ ⑥ 支給申請の内容説明

確認 帳票番号 帳　票　名 確　認　事　項

10080-2-1 雇用保険適用事業所台帳

特開金支給要件照会

□５千万円以下 □５０人以下

□５千万円以下 □１００人以下

□１億円以下 □１００人以下

□３億円以下 □３００人以下
産業分類

A 1～2 E I M Q
B 3～4 F J N R
C 5 G K O S
D 6～8 H L P T

不足書類は、平成　　　　年　　　　月　　　　日　までに提出してください。

福岡労働局　福岡助成金センター 　　  (担当　　　　　　　　）

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東２－１１－１　福岡合同庁舎本館１階
TEL (092) 411－4701　FAX (092) 411－4703

上記について確認しました。確認者署名：

※　助成金に係るお問い合わせは、下記にお願いします。 福岡労働局受付印

97～98

建設業 運輸・郵便 42～49 専門サービス 71～74 医療･福祉 83～85 他 99

鉱業 情報通信業 37～41 不動産 68～70 教育 81～82 公務

　確認事項があるかないか　　　　　　　□有　　　　　　　　□無

漁業
電気･ガス･熱･

水道 33～36 金融・保険 62～67 生活サービス 78～80 他サービス 88～96

大分類 産業分類 大分類 産業分類

農業・林業 製造業 9～32 卸・小売 50～61 宿泊・飲食 75～77 複合サービス 86～87

□ その他の業種 上記以外

大分類 大分類 産業分類 大分類 産業分類

□ 小売業・飲食店 56～61．76.77

□ サービス業 38.39.411.412.415.416.693.70～75.78～96

□ 卸　売　業 50～55

□ 31553

□　雇入年月日は計画届提出日

□　特定受給資格者一覧は必ず「１」を入力

□　喪失原因「３」の者がいれば申請不可

業　　種 産　業　分　類 資　本　金 労　働　者　数

最低適用人数／日数 　　　　　人　／　　　　　日 済 ※資料渡し

□
□　雇用保険適用事業所であるか（申請は事業主単位）

□　産業分類番号は【　　　　　　　】

□　被保険者数は【　　　　　　　人】

※申請（中）助成金（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 就業規則の種別（案）：　全　/　正　/　パ　/　契　/　　　　　　　/　　　　　　　/　　　　　　　

事業場数 　　　　　　　　　　　　　カ所 済 ―

制度導入・適用計画期間　　（提出日　　　　年　　　月　　　日）
平成　　　　年　　　　月　　　　日～　　（　３　年）

①

他助成金申請（過去の申請、予定含） 有 無

④

する
一括　or　単一

しない
申立書渡し　済

※　労働局記載欄

事業主名 □中小企業


